
様式第 5号の 2(第 5条関係)

支 出 明 細 書

( 調 査 研 究 費 )

(注) 1調査1枚作成する。

調 査 目 的 講義 森林環境税（仮称）について他

調 査 地 農林水産省 林野庁 国土交通省 観光庁

調 査 年 月 日
平成３０年 ７月１２日～ 平成３０年 ７月１３日

(宿泊の有無 ・ 有)

調 査 結 果

経 費 明 細 書

旅 費 ５５，４２０円

そ の 他

合 計 ５５，４２０円

（林野庁）国内森林の手入れ不足が８３％の状況下、市町村が森林管理を行なう新たな制度を創設するが、

所有者の明確化や意向調査等には時間がかかる。嬉野市においても迅速な対応で近年の

台風・豪雨の自然災害に対応できる山林施策を目指す必要があると思う。

この制度により、市民の皆さんへ山林への理解を深めていただき雇用の創出も期待したい。

（観光庁）人口減少が避けられない見通しの中、外国人交流人口の増はあるが嬉野市人口増の施策

を早急な対策として考えねば、農・商・工の労働力不足がますます深刻になっていく現状がある。

感想として 2日間の中央省庁への研修は市がやるべき施策実行への課題であり、議員活動する

上で中央省庁の研修は知るべき事を学んだ 2日間でした。

農業が観光資源として、市民一体となった地域資源と人づくりを考えていきたい研修でした。




